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事務事業名 嘱託登記事務

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

本事務事業では、市有財産の取得・売却・交換、および公共事業等に関わる土地利用計

画に伴う不動産登記手続きを行います。主に、土地の分筆登記や土地・建物の表題登記

など、不動産の表示に関する登記をはじめ、不動産の所有権移転や権利変更に関する手続

を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

登記内容法務局提出・完了証受領 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

登記依頼受領・内容調整 庁内調整・会議

登記内容法務局調整 庁外調整・会議



根拠法令
抜粋

・不動産登記法

（当事者の申請又は嘱託による登記）

第１６条　登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しく

は公署の嘱託がなければ、することができない。（略）

・茅ヶ崎市市有財産規則

(登記の嘱託)

第７条　資産経営課長等は、登記を必要とする市有財産を取得したときは、速やかに不

動産登記法(平成16年法律第123号)の定めるところにより登記を嘱託しなければならな

い。

(所有権の移転及び登記)

第４４条　普通財産の売払い等をした場合の当該普通財産の所有権は、譲受人又は交換

の相手方(以下「譲受人等」という。)が売払代金又は交換差金(延納の特約をした場合

は、即納金)を完納したときに移転する。

法的
実施根拠

あり
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事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事務事業名 市有財産管理事務

事業概要

茅ヶ崎市が所有する財産のうち地方自治法第２３８条第１項に規定する公有財産の管理を

総括するとともに、庁舎内で使用する備品の適切な管理を行います。

また、総務省が進めている地方公会計の整備として、平成２６年４月に「今後の地方公会

計の推進に関する研究会報告書」で示された「統一的な財務書類等の作成基準」に基づ

いて、固定資産台帳を作成・更新します。固定資産台帳は、固定資産をその取得から除

売却処分に至るまで、その経緯を個々の資産ごとに管理するための帳簿で、市が所有する

全ての固定資産（道路、公園、学校、公民館等）について、取得価額、耐用年数等の

データを網羅的に記載したものです。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

備品台帳の管理 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

台帳更新データ収集・確認 庁内調整・会議

台帳更新作業 庁外調整・会議

台帳活用方法検討 検討

市有財産管理総括 庁内調整・会議



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・地方自治法

(普通財産の管理及び処分)

第２３８条の５　普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは

出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。

・茅ヶ崎市市有財産規則

（趣旨）

第５条　この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市有財産の取得、管理及

び処分に関し必要な事項を定めるものとする。（略）

・茅ヶ崎市物品会計規則

(備品台帳及び備品の整理)

第36条　会計管理者並びに資産経営課長及び備品を使用している課等の長は、備品台帳

(第1号様式)を備え、記帳その他の整理をしなければならない。
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事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事務事業名 市有財産利活用事務

事業概要

本事務事業では、『茅ヶ崎市市有財産利活用基本方針』（令和２年９月策定）に基づ

き、市有財産の中で未利用となっている財産の活用を行い、『茅ヶ崎市公共施設等総合

管理計画（改訂版）』（令和４年３月策定）、茅ヶ崎市公共施設等個別施設計画（令和

６年３月策定）に基づき、公共施設マネジメント推進の取組を進め、市有財産の利活用

につなげてまいります。

また、市有財産のうち、行政財産（普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、

又は供することと決定した財産）について、その用途又は目的を妨げない限度において、

その使用を許可する手続き（目的外使用許可）の総括及び個別対応事務を行うととも

に、行政財産及び普通財産（行政財産以外の一切の市有財産）について、貸付手続きの

総括及び個別対応事務を行います。

　

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

市有財産処分事務（未利用財産情報整理） 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

市有財産処分事務（利活用方針検討・市場調査等） 事務作業全般

目的外使用許可・貸付事務総括 庁内調整・会議

目的外使用許可及び貸付募集・申請・契約等（継続案件） 申請等受付

市有財産利活用基本方針総括 庁内調整・会議

目的外使用許可・貸付（募集条件調整・事前協議） 庁内調整・会議

目的外使用許可・貸付（募集） 申請等受付

目的外使用許可・貸付（未利用財産情報整理） 事務作業全般

目的外使用許可・貸付（利活用方針検討・市場調査等） 事務作業全般

目的外使用許可・貸付（利活用方針策定） 庁内調整・会議

目的外使用許可・貸付（許可又は契約） 伝票処理・契約事務



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・地方自治法

(公有財産の範囲及び分類)

第２３８条　この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財

産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。（略）

３　公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

(行政財産の管理及び処分)

第２３８条の４　行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸

し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私

権を設定することができない。

２　行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し

付け、又は私権を設定することができる。（略）

７　行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することがで

きる。（略）

・茅ヶ崎市市有財産規則

(管理の原則)

第１５条　行政財産は、常に良好な状態において維持保存し、これを行政の目的に供

し、行政財産本来の目的を達成するよう管理しなければならない。

（使用許可の範囲）

第１６条　市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行政財産の用途又は目的

を妨げない限度において、その使用を許可することができる。（略）

（貸付け等）

第３２条の２　行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権

を設定する場合においては、次章（次条を除く。）の規定を準用する。

・茅ヶ崎市行政財産の用途又は目的外使用にかかる使用料条例

(趣旨)

第１条　この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第

238条の4第7項の規定により行政財産の目的外使用を許可した場合における使用料に関し

必要な事項を定めるものとする。

・茅ヶ崎市市有財産利活用基本方針
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事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事務事業名 市営高田住宅跡地再整備事業

事業概要

本事務事業では、「茅ヶ崎市公共施設等個別施設計画」（令和６年３月策定）において

利活用手法の検討行っている中で、地域要望に基づく「（仮称）松林地区地域集会施設

等複合施設整備事業」及び道路拡幅ための道路整備、近隣道路冠水防止のためのポンプ

施設整備などを行うとともに、利活用方針を決定する必要があります。

本課においては、本事業の円滑な実施を目指し、庁内各課が実施する各公共施設整備等

の総合調整を行うとともに、利活用手法を決定したうえで、各公共施設整備完了後の跡地

について、効果的な利活用を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

利活用方針検討 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

利活用事前協議 事務作業全般

利活用方針総合調整 庁内調整・会議



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・地方自治法

(公有財産の範囲及び分類)

第２３８条　この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財

産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。

３　公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

４　行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供すること

と決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(公有財産に関する長の総合調整権)

第２３８条の２　普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があ

ると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するも

のに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又は

その結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる

・茅ヶ崎市市有財産規則

(管理の原則)

第３３条　普通財産は、常に良好な状態において維持保存し、経済的価値を発揮するよ

う最も効率的に運用しなければならない。

・茅ヶ崎市市有財産利活用基本方針
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事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事務事業名 市有財産処分事務

事業概要

茅ヶ崎市が所有する財産のうち、地方自治法第２３８条第１項に規定する公有財産（以下

「市有財産」という。）の処分事務（処分（売却又は交換）条件調整・募集・契約事務

など）、市有財産の処分に関連し、『茅ヶ崎市附属機関設置条例』に基づき設置された

茅ヶ崎市不動産評価委員会の開催事務を行います。

また、市の所有する物品のうち、転活用又は使用することができないものについて、オー

クションシステムなどを活用した売却その他必要な手続を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

市有財産処分事務（処分条件調整・事前協議） 庁内調整・会議

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

市有財産処分事務（募集） 申請等受付

市有財産処分事務（契約） 伝票処理・契約事務

不動産評価委員会諮問案件調整 事務作業全般

市有財産処分事務（利活用方針策定） 庁内調整・会議

不用物品処分契約 伝票処理・契約事務

不動産評価委員会開催事務（年３回） 審議会

不用物品処分依頼調整 庁内調整・会議

不用物品処分募集手続き 申請等受付



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・地方自治法

(普通財産の管理及び処分)

第２３８条の５　普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又

はこれに私権を設定することができる。

・茅ヶ崎市市有財産規則

（趣旨）

第１条　この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市有財産の取得、管理及び処分に関し必要な

事項を定めるものとする。（略）

第６章　処分

（売払い等の申請）

第４２条　普通財産の売払い、交換又は譲与（以下「売払い等」という。）を受けようとする者は、一般競

争入札の方法によるとき又はその他市長が特別の理由があると認めるときを除き、茅ヶ崎市普通財産買受等

申請書（第８号様式）に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。（略）

（諮問）

第４３条　市長は、普通財産（不動産に限る。）の売払い又は交換をするときは、あらかじめ茅ヶ崎市附属

機関設置条例（平成１０年茅ヶ崎市条例第４４号）に基づき設置された茅ヶ崎市不動産評価委員会の意見を

聴かなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。（略）

・茅ヶ崎市附属機関設置条例

別表

茅ヶ崎市不動産評価員会：茅ヶ崎市の財産のうち不動産を処分する場合における当該価格につき市長の諮問

に応じて調査審議し、その結果を答申すること。

・茅ヶ崎市不動産評価委員会規則

（所掌事項）

第２条　委員会は、茅ヶ崎市の財産のうち不動産を処分する場合における当該価格につき市長の諮問に応じ

て調査審議し、その結果を答申するものとする。

・茅ヶ崎市物品会計規則

（物品の返納）

第２９条　物品の使用者は、使用している物品が不要となり、又は損傷して使用に耐えなくなったときは、

直ちに出納員に返納しなければならない。

２　出納員は、前項の規定により返納を受けたときは、返納を受けた物品を調査し、使用する見込みがない

もの及び損傷して使用に耐えないものは物品返納書により会計管理者に返納しなければならない。

３　会計管理者は、前項の規定により返納を受けたときは、返納を受けた物品を調査し、転活用することが

できるものは他に転活用し、又は転活用し、若しくは使用することができないものは売却その他必要な手続

を財務部資産経営課長（以下「資産経営課長」という。）に請求しなければならない。

（不用品の処分）

第３０条　資産経営課長は、前条第３項の規定により請求を受けたときはその物品の売却処分の手続をとら

なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは廃棄処分することができる。

(1)　売却価格がその費用をつぐなえないもの

(2)　買受人がないもの

(3)　前各号のほか売却を不適当と認めるもの
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議会への事故報告 庁内調整・会議

建物損害保険対象物増減に係る庁内調整及び諸手続き 庁内調整・申請・契約事務

9月
10

月

11

月

保険加入手続き 伝票処理・契約事務

事故発生に伴う庁内調整、事故対応及び保険の手続き 庁内調整・事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 市民総合賠償保険及び建物損害保険事務

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

①市民総合賠償保険事務

市が所有、使用する自治体施設の瑕疵、管理業務遂行上の過失、自治体業務遂行上の過

失に起因して、住民等第三者の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失、き損もしく

は汚損した場合について、被保険者である市に法律上の賠償責任が生じたことによって

被る損害について支払われる保険金に係る事務。保険の契約事務、事故報告ほか示談ま

での事務手続き、発生した事故の所管課との調整などを行います。　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②建物損害保険事務

市又は市が設置する一部事務組合等が所有・使用又は管理する建物、工作物及び動産につ

いて、火災、落雷、車両の衝突などによる損害を補填する保険に係る事務。保険の契約事

務、事故報告ほか事務手続き、施設の所管課との調整などを行います。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・日本国憲法第17条

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、

国または公共団体に、その賠償を求めることができる。　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・国

家賠償法第1条

国または公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意また

は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体が、これを賠償す

る責に任ずる。

②前項の場合において、公務員に故意または重大な過失あつたときは、国または公共団

体は、その公務員に対して求償権を有する。

・民法第709条（不法行為による損害賠償）

故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これ

によって生じた損害を賠償する責任を負う。

・民法第715条（使用者等の責任）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行につ

いて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。又は相当の注意をしても損害が生ずべき

であったときは、この限りでない。

２　使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

３　前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

・民法第717条（土地の工作物等の占有者および所有者の責任）

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、そ

の工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、施入者が

損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなけれ

ばならない。

２　略

３　略

・地方自治法第244条の2（公の施設の設置、管理及び廃止）

普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、

公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

２～11　略
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事務事業名 信託ビル維持管理事務

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

普通財産の有効活用を図るため、市が所有する土地を信託法に基づき信託しています。

現在、当該土地（新栄町5426番3）には、受託者（三菱UFJ信託銀行）により、賃貸を目

的とした建物（トラストビル）が建築され、適切な信託不動産の管理運用が成されていま

す。引き続き、適切な信託不動産の管理運用を受託者に依頼していくとともに、その状況

を市議会を通じて公表します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

土地信託事務処理状況調整（前年度・当該年度） 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

ビル維持管理・運営調整 庁外調整・会議

ビル維持管理負担金調整 伝票処理・契約事務

土地信託事務処理状況調整議会報告（前年度・当該年度） 庁外調整・会議

翌年度信託計画調整 庁外調整・会議



根拠法令
抜粋

・地方自治法

(普通財産の管理及び処分)

第二百三十八条の五　普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若し

くは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。

２　普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者

として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。

(財政状況の公表等)

第二百四十三条の三　普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回

以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に

関する事項を住民に公表しなければならない。

２　普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政

令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければなら

ない。

３　普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に定め

る計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、

これを次の議会に提出しなければならない。

・地方自治法施行令

(普通財産の信託)

第百六十九条の六　地方自治法第二百三十八条の五第二項に規定する政令で定める信託

の目的は、次に掲げるものとする。

一　信託された土地に建物を建設し、又は信託された土地を造成し、かつ、当該土地(そ

の土地の定着物を含む。以下この項において同じ。)の管理又は処分を行うこと。

二　前号に掲げる信託の目的により信託された土地の信託の期間の終了後に、当該土地

の管理又は処分を行うこと。

三　信託された土地の処分を行うこと。

(法人の経営状況等を説明する書類)

第百七十三条の二　地方自治法第二百四十三条の三第二項に規定する政令で定めるその

経営状況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類と

する。

２　地方自治法第二百四十三条の三第三項に規定する政令で定める書類は、信託契約で

定める計算期ごとの事業の計画及び実績に関する書類とする。

・茅ヶ崎市財政状況の公表に関する条例

(公表の時期)

第2条　財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。ただし、その日

が茅ヶ崎市の休日を定める条例(平成元年茅ヶ崎市条例第3号)第1条第1項に規定する市の

休日に当たるときは、当該休日前の直近の休日以外の日とする。

法的
実施根拠

あり
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地価公示価格閲覧場所への書面配布 事務作業全般

地価公示価格の閲覧 事務作業全般

関係地権者との用地取得協議 庁外調整・会議

土地売買契約、物件補償契約の締結 庁外調整・会議

土地の所有権移転登記 事務作業全般

権利関係や実地の調査 現場調査・訪問

適正な価格の算出 検討

税務署、法務局等関係機関との協議 庁外調整・会議

各事業課との予算策定、執行等に関する協議 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

各事業計画地の登記記録等の調査、現地踏査 現場調査・訪問

概算での土地代金、物件補償費の積算 検討

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 公共用地取得に関する事務

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

事業所管課と公共用地取得に係る予算策定計画等の調整を行ったうえで、公共用地の取得

に向けて土地、建物等の権利関係や実地の調査、適正な価格の算出、税務署や法務局等

関係機関との協議、関係地権者との用地所得に係る協議を実施し、地権者等権利者と土

地売買契約及び物件補償契約を締結します。

また、地価公示価格を閲覧することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を寄与し

ます。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市市有財産規則

(取得の事務)

第3条　市有財産の取得(不動産の寄附の採納を除く。以下同じ。)の事務は、経営総務部

資産経営課長(以下「資産経営課長」という。)が行う。

・地価公示法（昭和44年法律第49号）

（公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧）

第7条　土地鑑定委員会は、前条の規定による公示をしたときは、速やかに、関係市町村

（特別区を含むものとし、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第

１項の指定都市にあつては、当該市の区又は総合区。次項において同じ。）の長に対し

て、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載し

た書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない。

２　関係市町村の長は、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所

において一般の閲覧に供しなければならない。

・土地収用法（昭和26年法律第219号）

（土地の収用又は使用）

第2条　公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土

地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律

の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。

・公有地の拡大の推進に関する法律

（公有地の確保及びその有効利用）

第3条　地方公共団体は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、良好な都市環境の計画的

な整備を促進するため、必要な土地を公有地として確保し、公有地の有効かつ適切な利用

を図るように努めなければならない。
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事務事業名 公共用地先行取得事業特別会計関連事務

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

公共用地を先行取得する事業の歳入歳出を経理するために設置された公共用地先行取得事

業特別会計における公共用地先行取得事業債の元金及び利子の償還を行います。

公共用地の先行取得とは、将来、公園や道路などに供する用地を先行して取得する事業で

す。

令和７年度は、令和6年度に購入予定であった雨水施設整備事業用地を令和6年度予算を

繰り越して取得します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

関係地権者との用地取得協議 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

市債償還事務 事務作業全般

一般会計繰出金の算出 事務作業全般

土地売買契約の締結 庁外調整・会議

土地の所有権移転登記 事務作業全般



根拠法令
抜粋

・地方自治法（昭和22年法律第67号）

（地方債）

第230条 普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところに

より、地方債を起こすことができる。

2 （略）

(一時借入金)

第235条の3　普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借

り入れることができる。

2 （略）

3 （略）

・地方財政法（昭和23年法律第109号）

（地方債の制限）

第5条 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならな

い。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。

一 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業（以下「公営企業」と

いう。）に要する経費の財源とする場合

二 出資金及び貸付金の財源とする場合（出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買

収するために要する経費の財源とする場合を含む。）

三 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合

四 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合

五 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その

他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費（公共的団体又は国若しくは地方

公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負

担又は助成に要する経費を含む。）及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地

としてあらかじめ取得する土地の購入費（当該土地に関する所有権以外の権利を取得する

ために要する経費を含む。）の財源とする場合

（地方債の償還年限）

第5条の2 前条第5号の規定により起こす同号の建設事業費に係る地方債の償還年限は、

当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えないようにしな

ければならない。当該地方債を借り換える場合においても、同様とする。

（地方債の協議等）

第5条の3 地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方

債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定める

ところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし、軽微な

場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

2 （略）

法的
実施根拠

あり
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土地開発公社保有土地の再取得 庁内調整・会議

土地開発公社との連絡調整 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

土地開発公社への事業資金の貸し付け 伝票処理・契約事務

土地開発公社への貸付金の返済請求 伝票処理・契約事務

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 土地開発公社に関する事務

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

茅ヶ崎市から茅ヶ崎市土地開発公社へ運営資金を無利子にて貸付することで、土地開発

公社保有地の簿価額上昇を抑制します。

土地開発公社との連絡調整を行います。

公社保有地の買戻し等に関する連絡調整を行います。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）

（設立）

第十条　地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土

地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と

共同して、土地開発公社を設立することができる。

（監督）

第十九条　設立団体の長は、土地開発公社の業務の健全な運営を確保するため必要があ

ると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務に関し必要な命令をすることができ

る。

・土地開発公社経理基準要綱（昭和54年12月19日自治政第136号/平成17年1月21日総行

地第148号）

（公有地等の取得原価）

第２４条 法第１７条第１項又は第２項の規定により取得した資産に係る前条の取得原価

とは、用地費、補償費、工事費等のほか当該資産の取得又は造成に要した借入金等に対

する利息及び取得又は造成に従事する職員の人件費その他の付随費用を含むものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、代替地（取得原価相当による再取得等が見込まれるものを

除く。）に係る取得原価には、当該資産の取得又は造成に要した借入金等に対する利息

を含めないものとする。

３ 第１項の規定にかかわらず、特定土地及び完成土地等に係る取得原価には、当該資産

の取得又は造成に要した借入金等に対する利息のうち、特定土地又は完成土地等に区分

されたとき以後のものを含めないものとする。
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事務事業名 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画推進事業

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

建築物系公共施設の状況を把握し、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことに

より、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現する等、総

合的かつ計画的に管理するため、『茅ヶ崎市公共施設等総合管理計画（改訂版）』（令

和４年３月策定）、「茅ヶ崎市公共施設等個別施設計画」（令和６年３月策定）に基づ

く公共施設マネジメント推進を図ります。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

公共施設等総合管理計画の推進 事務作業全般

個別施設計画アクションプランの推進 事務作業全般



根拠法令
抜粋

地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言（公共施設等総合管理計画）

・平成26年4月22日

　総財務第74号「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」

　総財務第75号「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の策定について」

・平成30年2月27日

　総財務第28号「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改訂について」

・令和3年1月26日

　総財務第6号「令和3年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事

項について」

・令和4年4月1日

　総財務第43号「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改訂等について」

・令和5年10月10日

　総財務第152号「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針の改訂等について」

【個別計画等】

・平成22年4月改訂「公共施設長寿命化指針」

・平成22年7月策定「茅ヶ崎市公共建築物中長期保全計画」

・平成28年3月策定「茅ヶ崎市公共施設等総合管理計画」

・平成29年12月策定「茅ヶ崎市教育施設再整備基本方針」

・平成30年4月改訂「公共施設整備・再編計画（改訂版）」

・令和2年9月策定「茅ヶ崎市市有財産利活用基本方針」

・令和4年3月策定「茅ヶ崎市公共施設等総合管理計画（改訂版）」

・令和5年3月策定「茅ヶ崎市営住宅等総合活用計画」

・令和6年3月策定「茅ヶ崎市学校施設再整備基本計画」

・令和6年3月策定「茅ヶ崎市公共施設等個別施設計画」

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9月
10

月

11

月

公共施設等再編整備基金の寄附採納 伝票処理・契約事務

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 公共施設等再編整備基金事業

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

公共施設等再編整備基金は、公共施設等（文化施設、体育施設、福祉施設、庁舎その他

の公共用又は公用に供する施設。学校を除く。）の再編及び整備を計画的に推進するため

に必要な事業の経費に充当します。また、未利用の公有地の利活用について、計画的か

つ効果的に実施します。

予算で定める積立金、基金の趣旨に添う寄附金及び基金の運用から生ずる収益金等をもっ

て充当します。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

茅ヶ崎市公共施設再編整備基金条例



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5

6

7

8

9

10
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15

事務事業名 予防保全事業

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

「茅ヶ崎市公共施設等個別計画」（令和6年3月策定）に掲げた『予防保全に関するアク

ションプラン』及び「茅ヶ崎市学校施設再整備基本計画」に基づき予防保全を進められ

るよう躯体調査や関係部門との調整を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

長寿命化推進検討作業部会 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

営繕担当課との調整 庁内調整・会議

予防保全対象施設所管課との調整 庁内調整・会議

躯体調査委託の実施 庁内調整・会議



根拠法令
抜粋

・建築基準法

（維持保全）

第八条　建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備

を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■

5

6

7

8

9
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事務事業名 公共建築物の維持管理に関する総合調整事務

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

公共建築物の各種点検の進捗管理を通じて、施設管理者に対して必要な措置を講じるよう

助言を行います。また、効率的な工事が実施できるよう、公共建築物管理支援システム

を活用しながら関係部門との調整を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

建築基準法第１２条に基づく法定点検の実施 現場調査・訪問

9月
10

月

11

月

公共建築物管理支援システム等の運用 事務作業全般

営繕工事の予算に関する総合調整 庁内調整・会議

「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導 現場調査・訪問



根拠法令
抜粋

・建築基準法

（報告、検査等） 

第十二条 

　 

２ 　国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物（第六条第一項第一号に掲げる建

築物その他前項の政令で定める建築物に限る。）の管理者である国、都道府県若しくは

市町村の機関の長又はその委任を受けた者（以下この章において「国の機関の長等」と

いう。）は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところによ

り、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食

その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。 

４ 　国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び

国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物（第六条第一項第一号に掲げる建築物

その他第一項の政令で定める建築物に限る。）の昇降機以外の建築設備について、国土

交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資

格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事務事業名 公共施設等包括管理業務

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

経費削減や事務効率化、設備の維持管理における質の均一化を図るため、昇降機や自動

ドア、シャッターや消防設備などを保有している施設（市役所、市立病院、小中学校、指

定管理者制度導入施設は除く）の保守点検業務を包括的に委託します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

包括管理委託の入札・契約 伝票処理・契約事務

委託事業者による点検調査 現場調査・訪問



根拠法令
抜粋

・建築基準法

（報告、検査等） 

第十二条 

　

４ 　国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び

国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物（第六条第一項第一号に掲げる建築物

その他第一項の政令で定める建築物に限る。）の昇降機以外の建築設備について、国土

交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資

格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

・消防法

第十七条の三の三　第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者

は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項

の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省

令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては

消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検さ

せ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなけ

ればならない。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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事務事業名 庁舎維持管理業務

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

茅ヶ崎市環境マネジメントシステム（Ｃ－ＥＭＳ）の運用を踏まえ、庁舎における最適な

エネルギーの調達や運用を行います。

市庁舎等の総合管理委託については、契約に基づき、庁舎の効率的かつ適正な維持管理

を行います。

庁舎における施設管理として、会議室の有効な活用を検討し、各課かいの事業が円滑に実

施できるよう適切に会議室の管理・貸出を行います。

また、庁舎の使用許可として、市役所前広場等を試行的に貸し出すとともに、令和７年度

中に本格的な運用に切り替えます。また、閉庁時等における庁舎内設備や敷地の使用、

庁舎内のポスター掲示等について適切に判断し、使用許可を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

再生可能エネルギー事業 庁内調整・申請手続き・事務作業全般

9月
10

月

11

月

庁舎維持管理業務 伝票処理・契約事務・庁外調整・会議

環境マネジメントシステム 庁内調整・申請手続き・事務作業全般

庁舎セキュリティ 庁内調整・申請手続き・事務作業全般

自家用電気工作物点検 庁内外調整・立会い・契約・伝票処理

LEDレンタル契約・点検 庁内外調整・立会い・契約・伝票処理

公共料金等支払い事務 伝票処理・契約事務

庁内会議室の予約・貸出 事務作業全般

庁内からの相談・調整 相談・庁内調整

次年度会議室使用予約の調整 庁内調整・会議

市役所前広場等の運用方法の検討 庁内調整・申請手続き・事務作業全般

庁舎等使用申請受付事務 申請受付・許可事務



根拠法令
抜粋

・電気事業法

（保安規程）

第四十二条　事業用電気工作物（小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において

同じ。）を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保す

るため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用

電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用（第

五十一条第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事）の

開始前に、主務大臣に届け出なければならない。

２　事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更し

た事項を主務大臣に届け出なければならない。

３　主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必

要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべき

ことを命ずることができる。

４　事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならな

い。

・消防法

第十七条の三の三　第十七条第一項の防火対象物（政令で定めるものを除く。）の関係

者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等（第八条の二の二第

一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能）について、

総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあ

つては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点

検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告し

なければならない。

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律

（建築物環境衛生管理基準）

第四条　特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について

権原を有するものは、政令で定める基準（以下「建築物環境衛生管理基準」という。）

に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。

２　建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、

昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるも

のとする。

・水道法

（水質検査）

第二十条　水道事業者は、環境省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を

行わなければならない。

・庁舎管理規則

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■

3 ■ ■

4 ■ ■

5 ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■

8 ■ ■

9 ■ ■

10 ■ ■

11

12

13

14

15

職員に対する意識啓発のための情報発信 事務作業全般

防火・防災管理者再講習 職員向け研修

自衛消防業務新規講習・再講習 職員向け研修

消防設備点検 庁内外調整・立会い・契約・伝票処理

個別訓練 訓練

消防訓練 訓練

訓練結果検証・庁内調整 検討

訓練実施に伴う本部隊及び地区隊説明会 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

消防計画の作成 作成・届出

防火防災管理者委員会 庁内調整・会議

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 総合防災訓練事務

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

災害に備え、自衛消防組織としての職員の役割と災害に対する認識を高めるために消防訓

練を実施します。また、消防訓練結果の十分な検証、消防設備の充実及び保守点検を行

い、職員及び来庁者の安全・安心を確保します。

職員の初動体制の強化及び意識啓発を高めるため、実災害の事例や初期消火・搬送・応

急救護などの内容を全庁で共有できる取組を行います。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・消防法

第八条　学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同

じ。）、複合用途防火対象物（防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。）その他多数の者が出

入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のう

ちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通

報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに

関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければ

ならない。

・消防法施行令

（防火管理者の責務）

第三条の二　防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄

消防長又は消防署長に届け出なければならない。

２　防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設

備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設

備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。

３　防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求

め、誠実にその職務を遂行しなければならない。

４　防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱

いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。

（防災管理者の責務）

第四十八条　防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防災管理対象物についての防災管理に係る消防計画を作成し、

所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

２　防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防災管理対象物について避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行

わなければならない。

３　防災管理者は、防災管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防災管理対象物の管理について権原を有する者の指示

を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。

・消防法施行規則

（防火管理に係る消防計画）

第三条　防火管理者は、令第三条の二第一項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、

次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を

受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長（消防本部を置かない市町村に

おいては、市町村長。以下同じ。）又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様と

する。

一　令第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物及び同項第二号に掲げる防火対象物（仮使用認定を受けたもの又はその部分に

限る。）

イ　自衛消防の組織に関すること。

ロ　防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。

ハ　消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等（以下「特殊消防用設備等」という。）の点検及び整備に関

すること。

ニ　避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。

ホ　防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。

ヘ　定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。

ト　防火管理上必要な教育に関すること。

チ　消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。

リ　火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

ヌ　防火管理についての消防機関との連絡に関すること。

ル　増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又

は取扱いの監督に関すること。

ヲ　イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項

・茅ヶ崎市役所消防計画
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5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

庁内からの依頼に伴う調整 庁内調整・事務作業全般

電話交換業務委託事業 庁内調整・検討

受電体制改善の検討及び調整 電話交換対応

9月
10

月

11

月

電話交換業務 電話交換対応

電話交換業務に携わる職員の労務管理 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 電話交換事務

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

市役所への入電に対し、丁寧かつ迅速な取次ぎを行います。

電話交換業務に携わる職員の労務管理を行い、安定した電話交換業務を行います。

また、ダイヤルイン導入後の検証を行うとともに、電話交換業務の最適化の検討を行いま

す。



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋
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3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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13 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

14 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

15

事故発生に伴う庁内調整、事故対応及び保険の手続き 庁内調整・申請・契約事務

議会への事故報告 庁内調整・会議

安全運転管理者会 伝票処理・会議・研修受講

車両の買替等の増減に係る庁内調整及び諸手続き 伝票処理・契約事務

保険加入手続き（自賠責・自動車損害共済） 庁内調整・事務作業全般

車両広告掲載事業 事務作業全般・申請等受付・伝票処理

緊急通行車両届出事務 事務作業全般・申請等受付

公用車貸付事業 事務作業全般・申請等受付

自動車運転員による運行管理業務 運行管理業務

公用車の賃貸借契約業務 伝票処理・契約事務

自動車運行管理事業 伝票処理・契約事務

日常点検、法定点検による適切な維持管理 点検・修繕・伝票処理等

9月
10

月

11

月

交通事故防止やエコドライブの啓発・推進 周知・職員向け研修

配車業務 事務作業全般・庁内調整

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 車両管理業務

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

　効率的かつ適正な公用車の維持管理を行います。安全で適切な公用車の運転の啓発を

行い、交通事故の防止を図るとともに、公用車の使用や燃料使用量の削減を促し、環境

負荷の軽減を図ります。

また、自動車運転員による公用車の運転について、交通法規を遵守し、安全運転を徹底

いたします。

　市が所有または管理する庁用車、消防車、及び塵芥車などが起こした事故による損害

（住民等第三者の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失、き損もしくは汚損した

場合について、被保険者である市に法律上の賠償責任が生じたことによって被る損害を

含む）について支払われる保険金に係る事務、保険の契約事務、事故報告ほか示談まで

の事務手続き、発生した事故の所管課との調整などを行います。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市庁用自動車等管理規程

（目的）

第1条　この訓令は、この市が所有する自動車等の安全かつ効率的な運用を図るため、その管理について必要な事項を定めることを目的とす

る。

第2条～第15条　（略）

・茅ヶ崎市車両広告掲載取扱要綱

（趣旨）

第1条　この要綱は、茅ヶ崎市(以下「市」という。)が管理する車両(以下「車両」という。)への広告(以下「車両広告」という。)の掲載に

ついて、茅ヶ崎市屋外広告物条例(平成22年茅ヶ崎市条例第45号)その他関係諸法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条～第18条　（略）

・茅ヶ崎市公用車貸付規則　

(趣旨)

第1条　この規則は、公用車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって市が所有するものをいう。以下

同じ。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条～第18条　（略）

・日本国憲法

第17条　何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めるこ

とができる。

・国家賠償法

第1条　国または公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によつて違法に他人に損害を加えた

ときは、国または公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

②前項の場合において、公務員に故意または重大な過失あつたときは、国または公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

・民法

（不法行為による損害賠償）

第709条　故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負

う。

（使用者等の責任）

第715条　ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。又は相当

の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

２　使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

３　前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

・自動車損害賠償保障法

（自動車損害賠償責任）

第3条　自己のために自動車の運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠

償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過

失があつたこと並びに自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

（保険会社に対する損害賠償額の請求）

第16条　第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金

額の限度において、損害賠償額の支払いをなすべきことと請求することができる。

２　（略）

・道路交通法

（車両等の使用者の義務）

第74条　車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転

管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関す

る事項を遵守させるように努めなければならない。

第74条の3　自動車の使用者（道路運送法の規定による自動車運送事業者（貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）の規定によ

る貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。）及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を

除く。以下この条において同じ。）は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転管理の経験その他に

ついて内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。

２～４（略）

・道路運送車両法

（使用者の点検及び整備の義務）

第47条　自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するよう維持しなけ

ればならない。
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

適切な修繕業務 庁内外調整・立会い・契約・伝票処理

庁内からの相談・調整 相談・庁内調整

予約システムの調整 庁内調整・会議

総合管理委託業務による適切な維持管理 伝票処理・契約事務・庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

コミュニティホール使用申請等受付事務 申請受付・許可事務

コミュニティホール使用料に係る事務 伝票処理

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 コミュニティホール管理事務

事務事業概要書

部名 経営総務部 課かい名 資産経営課

事業概要

施設利用者に対して行政サービスを提供するとともに、総合管理委託契約に基づき、適切

な施設の維持管理業務を行います。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市庁舎管理規則

・茅ヶ崎市コミュニティホール条例

・茅ヶ崎市コミュニティホール条例施行規則


